
年
九
月
＼
同
二
十
六
年
七
月
、
鋳
金
科
第
一
年
の
と
き
の
筆
記
）
に
よ
っ
て
、
元
禄
、

享
保
の
こ
ろ
、
職
工
の
間
に
秘
伝
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
図
案
法
（
差
渡
し
の

規
矩
、
高
さ
の
規
矩
、
真
の
模
様
の
規
矩
、
行
草
模
様
の
規
矩
、
模
様
大
小
の
規
矩
、
大

極
集
合
法
、
建
物
お
よ
び
器
物
の
真
行
草
、
三
具
足
の
法
等
々
）
を
解
説
し
、
併
せ
て

も
の
を
作
る
と
き
の
心
構
え
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
理
科
及
び
数
学
」
講
義

「
理
科
及
び
数
学
」
と
い
う
科
目
は
岡
倉
自
筆
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
原
案

参
照
）
に
は
無
く
、
本
校
規
則
制
定
の
段
階
で
加
え
ら
れ
た
。
当
初
は
第
一

、

二
年
を
通
じ
て
週
四
時
課
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
（
「
理
科
二
時
、数
学
二
時
」
と
考

え
ら
れ
る
）
、
割
合
い
時
間
数
が
多
か
っ
た
が
、
明
治
二
十
五
年
の
規
則
改
正
後

は
予
備
の
課
程
（
一
年
間
）
で
「
理
科
」
の
み
を
週
二
時
課
す
こ
と
に
な
り
、
同

二
十
九
年
に
至
っ
て
こ
れ
も
廃
止
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
入
試
科
目
中
の
「
算

術
」
な
い
し
「
数
学
」
は
削
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
授
業
担
当
者
は
千
本
福
隆

（
数
学
）
、
磯
野
徳
三
郎
（
理
化
学
）
、
上
原
六
四
郎
（
理
科
、
数
学
）
、
吉
田
彦
六

郎
（
理
科
）
、
足
立
震
太
郎
（
同
）
ら
で
あ
っ
た
（
担
当
期
間
に
つ
い
て
は
巻
末
の
職

員
任
免
表
参
照
）
。

初
期
の
「
理
科
」
授
業
に
つ
い
て
は
断
片
的
な
資
料
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の

〔
破
損
〕

―
つ
は
前
出
小
島
光
真
の
「
明
治
二
十
二
年
二
月
備
忘
録
」
で
、
口
糖
、
暑
中

美
味
飲
料
、
菊
海
苔
、
色
料
（
青
、
緑
、
藍
、
黄
、
赤
黄）
、
イ
ソ
キ
、
顔
料
用
金

泥
の
製
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
う
―
つ
は
前
出
菅
紀
一
郎
の
「
美
術
学
校
講

義
筆
記
雑
草
稿
」
で
、
こ
ち
ら
に
は
講
義
項
目
を
書
ぎ
出
し
た
と
思
わ
れ
る
部

分
と
各
項
目
の
解
説
を
筆
記
し
た
部
分
（
断
片
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
項

(66
頁

眼
二
慣
レ
タ
ル
変
化
、
物
理
的
及
ヒ
化
学
的
変
化
ノ
関
係
、
摘
要
、
化
学

的
化
合
卜
通
常
ノ
混
化
、
混
合
物
及
ヒ
化
合
物
ノ
差
異
、
化
合
物
及
ヒ
元

素
、
元
素
及
化
合
物
ノ
例
、
化
学
的
作
用
、
化
学
的
作
用
ノ
原
因
、
化
学

的
作
用
ノ
緊
要
、
空
気
ハ

化
学
的
作
用
ヲ
起
ス
、
空
気
中
ノ
燃
焼
、
燃
焼

ノ
規
則
、
酸
素
ノ
製
法
、
酸
素
ノ
物
理
的
性
質
、
酸
素
ノ
化
学
的
作
用
、

動
物
体
二
於
ケ
ル
酸
素
ノ
作
用
、
空
気
中
ノ
燃
焼
、
元
素
ハ
互
ニ
一
定
ノ

重
量
ヲ
以
テ
化
合
ス
、

窒
素
ノ
存
在
、
窒
素
ノ
性
質
、
水
ノ
存
在
、
動
物

体
ノ
水
、
結
晶
水
、
風
化
ス
ル
物
体
及
潮
解
、
水
素
ノ
物
理
的
性
質
、
物

体
ノ
化
合
量
水
素
ヲ
基
本
ト
ス
、
天
然
水
、
飲
料
水
、
水
ノ
性
質
、
窒
素

ヲ
含
有
ス
ル

、
物
理
学
化
学
、
他
種
ノ
変
化
、
塩
素
ノ
存
在
、
塩
素
卜
酸

素
•

水
素
ノ
化
合
物

、

純
粋
硝
酸
水
素

、

ア
ソ
モ
ニ
ヤ
ノ
製
法

右
項
目
の
解
説
の
筆
記
の
中
に
は
小
島
光
真
の
ノ
ー
ト
の
場
合
と
同
様
に
、

群
青
、
藍
、
ク
ロ
ム
黄
、
食
塩
、
緑
青
、
朱
、
洋
紅
、
岱
赫
、
黄
土
、
唐
土
、

胡
粉
、
雲
母
等
、
顔
料
の
製
法
が
記
さ
れ
て
お
り
、
美
術
と
関
係
の
あ
る
講
義

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
講
義
の
担
当
者
が
磯
野
、
上
原
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
た

か
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
上
原
の
講
義
に
つ
い
て
は
小
島
光
真
と
同

期
の
板
谷
波
山
が
回
顧
談

(146
頁
参
照
）
の
中
で
、

「
教
へ
て
居
る
本
が
振
つ
て
居
る
、

原
が
当
時
洋
行
し
た
形
跡
は
な
い
°
|
ー
．
編
者
註
〕

目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

洋
行
の
時
明
治
四
年
に
買
っ
た
〔
上

ロ
ス
コ
ー
の
化
學
の
原
書
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で
あ
っ
た
様
で
、
員
黒
な
表
紙
の
小
さ
な
本
で
そ
れ
を
参
考
に
化
學
を
教

へ
て
居
っ
た
」

と
い
っ
て
い
る
。
ロ
ス
コ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
の

化

学

者

H
.
E
.
R
O
S
C
O
E
 

(
1
8
3
3
-

1
9
1
5
)

で
4
3
ろ
う
。
こ
の
上
原
は
開
成
学
校
出
身
で
、
陸
軍
省

・
陸
軍

士
官
学
校
勤
務
の
の
ち
文
部
省
専
門
学
務
局
に
入
り
、
岡
倉
賞
一
―
―
と
入
れ
違
い

に
音
楽
取
調
掛
兼
務
（
明
治
十
五
年
五
月
＼
同
十
六
年
七
月
）
と
な
り
、
明
治
十
七

年
、
図
画
調
査
会
設
置
の
折
り
に
は
委
員
と
な
っ
て
岡
倉
ら
に
協
力
的
姿
勢
を

示
し
た
。
本
校
に
は
は
じ
め
嘱
託
と
し
て
採
用
さ
れ
（
本
務
は
東
京
面
業
学
校
教

諭）
、
明
治
二
十
―
―
一
年
十
月
に
は
東
京
工
業
学
校
教
授
兼
本
校
教
授
と
な
っ
て

い
る
。
非
常
に
多
オ
な
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
化
学
の
方
面
で
は
西
南
戦
争
の

折
り
に
陸
軍
士
官
学
校
の
命
を
受
け
て
軽
気
球
を
作
り
、
教
育
の
分
野
で
は
手

工
教
育
の
開
祖
と
称
さ
れ
、
音
楽
に
お
い
て
は
尺
八
は
名
人
級
の
腕
を
持
ち
、

日
本
音
階
の
研
究
に
造
詣
が
深
く
、
東
京
音
楽
学
校
で
音
響
学
を
教
え
て
い

る
。
ま
た
、
彼
が
陸
軍
士
官
学
校
時
代
に
描
い
た
と
思
わ
れ
る
数
十
枚
の
絵

（
洋
風
画
手
本
模
写
等
）
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
早
く
か
ら
美
術
に

も
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

前
出
小
島
光
真
の
「
明
治
二
十
二
年
二
月
備
忘
録
」
に
は
「
数
学
」
講
義

の
メ
モ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
時
期
的
に
み
て
最
初
の
数
学
教
師
千
本
福
隆
の
講

義
の
メ
モ
と
思
わ
れ
る
。
代
数
と
幾
何
の
基
礎
を
教
え
た
ら
し
い
。
千
本
は
本

校
の
嘱
託
教
師
と
な
る
前
は
岡
倉
と
同
じ
く
文
部
省
御
用
掛
と
し
て
学
務
一
局

の
浜
尾
新
局
長
の
も
と
に
い
た
。
浜
尾
の
欧
米
学
事
視
察
に
随
行
し
、
ヨ
ー
ロ

ッ
。
ハ
で
は
岡
倉
と
行
動
を
共
に
し
た
こ
と
も
あ
る
。
本
校
に
起
用
さ
れ
た
当
時

「
幾
何
画
法
」

法
」
講
義

「
遠
近

の
本
務
は
高
等
師
範
学
校
教
諭
で
、
明
治
二
十
二
年
七
月
に
同
校
附
属
と
な
っ

た
東
京
教
育
博
物
館
の
主
任
を
兼
務
し
た
。

「
透
視
画
法
」

「
用
器
画
法
」

「幾
何
画
法
」
及
び
「
透
視
画
法
」
は
「
理
科
及
び
数
学
」
と
同
様
、
岡
倉

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
原
案
に
は
無
く
、
本
校
規
則
制
定
（
明
治
二
十

一
年
）
の
段
階

で
追
加
さ
れ
た
科
目
で
、

「
幾
何
画
法
」
は
普
通
科
第
二
年
で
、

「
透
視
画

法
」
は
同
一
一
一
年
で
週
二
時
ず
つ
課
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
二
十
三
年
の

規
則
改
正
で
、
こ
れ
ら
は
「
用
器
画
法
」
（
「
幾
何
聾
法
、
投
影
法
、
透
視
甕
法
ヲ

教
こ
）
と
い
う
名
称
に
統
一
さ
れ
、
普
通
科
第
一

、
二
年
を
通
し
て
週
一
―
一
時
、

及
び
特
別
の
課
程
（
一
年
間
）
で
週
二
時
課
す
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
ニ

十
五
年
の
規
則
改
正
で
は
こ
れ
を
予
備
の
課
程
（
一
年
間
）
で
週
一
一
時
、
絵
画
科

第
一

、
二
年
を
通
し
て
週
二
時
、
及
び
同
科
第
三
年
の
普
通
図
画
教
員
志
望
者

に
週
二
時
課
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
二
十
七
年
の
規
則
改
正
に
至
っ
て
予
備

の
課
程
と
絵
画
科
第
一
年
に
課
す
こ
と
を
止
め
、
絵
画
科
第
二
年
に
お
け
る
授

業
時
数
を
四
時
に
増
し
た
。
同
二
十
九
年
、
西
洋
画
科
、
図
案
科
設
置
に
伴
う

規
則
改
正
の
後
は
新
た
に
「
遠
近
法
」
と
い
う
科
目
が
登
場
し
、
西
洋
画
科
第

一
、
二
年
と
日
本
画
科
第
三
年
に
週
一
時
ず
つ
課
す
こ
と
と
な
り
、

一
方
「
用

器
画
法
」
は
図
案
科
第
二
年
で
週
三
時
、
絵
画
科
、
図
案
科
第
四
年
の
普
通
図

画
教
員
志
望
者
に
週
六
時
課
す
こ
と
と
な
っ
た
。

右
の
諸
科
目
の
担
当
者
は
小
島
憲
之
、
藤
田
文
蔵
、

関
野
貞
ら
で
あ
る
（
巻

末
職
員
任
免
表
参
照
）
。
特
に
小
島
は
本
校
開
校
以
来
大
正
七
年
に
死
去
す
る
ま
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